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破綻先債権問題等についての要請書 
はじめに 

私たちは健全な運営、“協同組合”らしい「みんなの農協」をとり

もどすことが求められていると考えます。 

いま、日本農業は輸入野放しと価格政策の放棄による国内生産の

縮小・自給率の低下、農地の荒廃と農家の経営悪化など深刻な事態

におかれています。 

このような時期だからこそ、農業協同組合法の第 1条で定める目

的とＪＡ綱領を運営・取り組みの原点に据え、組合員を主役にし、

農協労働者、地域の消費者との協同を広げる方向が不可欠ではない

でしょうか。農協が農産物の加工・流通では国内農産物のかなりの

割合を扱うという位置で「協同」の力を発揮し、食料自給率の向上

をはじめ、安全な農産物の供給に責任を負うことや「地産地消」の

取組みなどを通し、信頼を培うことが必要です。 

こうした立場から１号議案の内容は、農協本来のあり方から見て、

また組合内民主主義から見ても、納得できるものではありません。

議案に突如、破綻先債権９億８千万円と記載され、今期 5億

円を超える貸倒引当金を増額し、さらに10億円の取り崩しと損

金処理基準などの承認を提案する内容となっています。これは、

この議案が承認されれば、「処理案」に従って、私達の財産に甚

大な損失をもたらすことが予測されるものです。 

今回、問題となっている巨額貸付金の回収困難化は、実質２

件の貸出先が一般農家事業の資金需要とは異質なるもので、客

観的に止むを得ない事情で発生した回収不能ではないと考えら

れることです。その上、組合員に説明されないまま処理が進め

られてきたことです。ここに大多数の組合員が不信と不安を抱

く元凶があるのではないでしょうか。 

 よって、農協組合員への納得いく説明と対応を求め、次の項

目を要請します。 
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毅
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と
し
た
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連
帯
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収
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以
上
５
項
目
に
つ
い
て
、
６
月
22
日
の
公
開

質
問
状
と
併
せ
、
来
る
16
日
の
臨
時
総
代
会
で

説
明
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
７
月
19
日
ま

で
に
書
面
に
て
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

加
え
て
、
納
得
の
い
く
説
明
と
対
策
を
全
組
合
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に
書
面
に
て
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
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農協を守る準備会（略称：農協を守る会） 

代表：手原政良 ℡43－3882 
彦根市田原町 249（７月 13 日発行） 

「取り崩し基準」に基づき
約 10 億円損金処理！？ 
＝1号議案（剰余金処分案など）に 

関する私たちの見解＝ 
 

破綻先債権９億８千万円と記載され、今期

5億円を超える貸倒引当金を増額して９億７

千万円とし、さらに 10億円の取り崩しと損

金処理基準などの承認を提案する内容とな

っています。これは、「処理案」に従って、

私達の財産に甚大な損失をもたらすことに

承認を求めるものです（手原代表の「取り崩

し基準」とは、との質問に、回収不能の欠損

金処理をすることだと認めました）。しかも、

まるで「ヤミ討ち」のように、組合員にわか

るような説明は一切ないまま提案されたこ

とに対する不安と不信が「議案否決」に表れ

たのではないでしょうか。 

 

１
、
第
８
回
通
常
総
代
会
に
お
い
て
、
１
号
議
案
が
「
否

決
」
さ
れ
た
事
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

１
号
議
案
は
提
案
説
明
、
質
疑
応
答
の
後
採
決

さ
れ
、
議
長
は
、
書
面
決
議
書
を
入
れ
て
も
賛
成

少
数
の
た
め
否
決
と
明
確
に
宣
告
さ
れ
ま
し
た
。

１
号
議
案
否
決
の
事
態
を
常
勤
役
員
は
真
摯
に
受

け
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

２
、
私
た
ち
は
今
回
議
案
の
会
計
処
理
や
税
法
上
の
解

説
だ
け
を
求
め
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
破
綻

先
債
権
に
関
し
て
、
①
今
ま
で
の
経
緯
、
②
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
事
態
を
ま
ね
い
た
か
、
③
な
ぜ
今
ま
で
放

置
さ
れ
て
き
た
の
か
、
④
経
営
責
任
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

３
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
実
質
２
件
の
大
口
融
資
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
項
目
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

し
て
く
だ
さ
い
。
①
当
初
貸
付
時
期
と
金
額
、
約
定

利
息
、
返
済
期
日
、
資
金
使
途
、
②
連
帯
保
証
人
、

③
担
保
物
件
と
そ
の
評
価
額
、
④
現
在
ま
で
の
返
済

額
と
経
過
、
⑤
返
済
不
履
行
が
最
初
に
起
き
た
時

期
、
⑥
破
綻
先
債
権
の
認
定
期
日
と
そ
の
理
由
、
⑦

競
売
と
資
金
回
収
見
込
み
額
、
⑧
損
金
見
込
み
額
。

４
、「
借
り
た
側
の
責
任
」
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
は

私
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
考
え
、
12
日
、
東
び
わ
こ
農
協
常
務
役
員

に
、
左
記
の
要
請
書
を
手
渡
し
ま
し
た
。 

 


